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政 策 体 系 

基本政策 

 政策 

  施策 

Ⅰ 基本法制の維持及び整備 

 

１ 基本法制の維持及び整備（事前規制型社会から事後チェック・救済型社会への転換，社会経済構

造の変革に対応した基本法制の維持及び整備を行う。） 

 

 

(1) 社会経済情勢に対応した基本法制の整備（情報化・国際化等の取引社会の変化に対応した民

事基本法制の整備及び社会経済情勢を反映した犯罪事象に的確に対応することができる刑事

基本法制の整備により，国民が豊かな創造性とエネルギーを発揮する社会の実現と，我が国の

経済の活力の維持・向上に資するとともに，事後チェック・救済型社会の基盤を形成し，社会

の安定に資するものとする。） 

２ 司法制度改革の成果の定着に向けた取組（社会の複雑・多様化，国際化等がより一層進展する中

で，事前規制型社会から明確なルールと自己責任原則に貫かれた事後チェック・救済型社会への転

換を図り，自由かつ公正な社会を実現していくために，司法制度改革の成果の定着を図り，司法の

機能を充実強化する。） 

(1) 総合法律支援の充実強化（裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易

にするとともに，弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者のサービス

をより身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制整備の充実強化を図

る。） 

(2) 法曹養成制度の充実（高度の専門的な法律知識，幅広い教養，豊かな人間性及び職業倫理を

備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制を充実強化する。） 

(3) 裁判外紛争解決手続の拡充・活性化（国民がそのニーズに応じて多様な紛争解決手段を選択

することができるようにするため，裁判外の紛争解決手段について，その拡充・活性化を図る。）

(4) 法教育の推進（法や司法を身近なものとし，自由かつ公正な社会の担い手である国民が法や

ルールにのっとった紛争の適正な解決を図る力を身につけるとともに，裁判員制度を始めとす

る司法の国民的基盤確立の条件を整備するため，法教育の推進を図る。） 

 

３ 法務に関する調査研究（内外の社会経済事象を的確に把握し，時代の要請に適応した基本法制等

に資するよう，法務に関する総合的・実証的な調査研究を行う。） 
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 (1) 法務に関する調査研究（内外の社会経済事象を的確に把握し，時代の要請に適応した基本法

制等に資するよう，法務に関する総合的・実証的な調査研究を行う。） 

Ⅱ 法秩序の確立による安全・安心な社会の維持（犯罪被害者等のための施策及び再犯防止対策を含む。）

４ 検察権の適正迅速な行使（国家刑罰権の適正かつ迅速な実現により，社会の平和を保持し，個人

及び公共の福祉を図る。）  

 

(1) 適正迅速な検察権の行使（刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い，裁判所に

法の正当な適用を請求し，裁判の執行を指揮監督するなどの権限を適正迅速に行使する。） 

(2) 検察権行使を支える事務の適正な運営（検察活動が社会情勢の推移に即応して有効適切に行

われるように検察運営の全般にわたって改善を加え，検察機能のより一層の強化を図る。） 

５ 矯正処遇の適正な実施（被収容者に対し適正な矯正処遇を実施することにより，その改善更生及

び円滑な社会復帰を図る。） 

 

(1) 矯正施設の適正な保安警備及び処遇体制の整備（研修，訓練等を通じて職員の職務執行力の

向上を図るとともに，各種警備用機器の整備・開発の推進及びその効果的な活用等を図る。）

(2) 矯正施設における収容環境の維持及び適正な処遇の実施（被収容者の生活条件を含めた収容

環境を維持することにより，国民が安全に安心して暮らせる社会を構築するとともに，被収容

者の個々の状況に応じた適切な処遇を実施することにより，その改善更生及び円滑な社会復帰

を図る。） 

(3) 矯正施設の適正な運営に必要な民間委託等の実施（民間委託等を実施することにより，高率

収容等に伴う職員の業務負担の軽減を図り，かつ，矯正処遇の充実を図る。） 

６ 更生保護活動の適切な実施（犯罪をした者及び非行のある少年の社会内における改善更生を図る

とともに，犯罪の予防を目的とした国民の活動を促進する。） 

 (1) 保護観察対象者等の改善更生等（更生保護活動を通じて，保護観察対象者等の改善更生を図

るとともに，犯罪の予防を目的とした国民の活動を促進する。） 

(2) 医療観察対象者の社会復帰（心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する地域社

会における処遇の適正かつ円滑な実施を確保し，医療観察対象者の社会復帰の促進を図る。）

７ 破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安全の確保を図るための業務の実施（破壊的

団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調

査，処分の請求及び規制措置を行うことを通じて，公共の安全の確保を図る。） 

 

 (1) 破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安全の確保を図るための業務の実施（破

壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制

に関する調査，処分の請求及び規制措置を行うことを通じて，公共の安全の確保を図る。） 
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８ 団体の規制処分の適正な審査・決定（公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団体及び無

差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し適正な審査及び決定を行う。） 

 (1) 団体の規制処分の適正な審査・決定（破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体に対

する規制処分に際し，適正な審査及び決定を行う。） 

Ⅲ 国民の権利擁護 

 

９ 国民の財産や身分関係の保護（経済活動や社会活動に不可欠である財産上及び身分上の権利を適

切に保全するための法制度を整備するとともに，円滑な運営を行う。） 

 

 

(1) 登記事務の適正円滑な処理（登記事務におけるシステムの見直し等により，事務処理の効率

化，システム関係経費の削減を図るとともに，国民の利便性を向上させる。） 

(2) 国籍・戸籍・供託事務の適正円滑な処理（国籍・戸籍・供託に関する法制度を整備し，これ

を適正・円滑に運営することにより我が国における身分関係の安定及び国民の権利の保全を図

る。） 

(3) 債権管理回収業の審査監督（債権回収会社について必要な規制を行うことにより，債権管理

回収行為等の適正を図る。） 

 10 人権の擁護（国民の人権の擁護を積極的に行う。） 

 

 

(1) 人権の擁護（人権の擁護に関する施策を総合的に推進し，もって人権が尊重される社会の実

現に寄与する。） 

Ⅳ 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理 

 11 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理（国民個人の権利・利益と国の正当な利益と

の間における争訟に対して，統一的に対処し適正な調和を図る。） 

  

(1) 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理（国の利害に関係のある本案訴訟を適

正・迅速に追行することにより，国民の期待にこたえる司法制度の実現に寄与する。） 

Ⅴ 出入国の公正な管理 

 

12 出入国の公正な管理（不法滞在者等を生まない社会を構築するとともに，出入国管理行政を通じ

て国際協調と国際交流の増進を図る。） 

  

(1) 出入国の公正な管理（不法滞在者等を生まない社会の構築を図るとともに共生社会を実現す

るため，新たな在留管理制度の創設に係る法令の整備を始めとする施策を行うとともに，我が

国の国際協調と国際交流を推進し，我が国社会の健全な発展を目指す。） 

Ⅵ 法務行政における国際化対応・国際協力 

 

13 法務行政における国際化対応・国際協力（外国関係機関との連携等を通じて，法務行政の国際化

や諸外国への協力に適切に対応する。） 
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  (1) 法務行政の国際化への対応（国際化する法務行政の円滑な運営を図る。） 

(2) 法務行政における国際協力の推進（法務省が所掌事務に関連して有する知見等を他国に提供

することにより，国際協力を推進する。） 

Ⅶ 法務行政全般の円滑かつ効率的な運営 

 

14 法務行政全般の円滑かつ効率的な運営（説明責任の履行，透明性の確保，人的物的体制の整備確

立等を通じて，法務行政を円滑かつ効率的に運営する。） 

  (1) 法務行政に対する理解の促進（法務行政を国民に開かれた存在にし，その理解の促進を図

る。） 

 

 

(2) 施設の整備（司法制度改革の推進，治安情勢の変化に伴う新たな行政需要等により，十分な

行政機能を果たすためには執務室等の面積が不足している施設や，長期間の使用により老朽化

した施設の整備を行う。） 

 

 

(3) 法務行政の情報化（国民の利便性，行政サービスの向上を図るため，法務行政手続の情報化

を推進するとともに，法務省で運用する情報システムについて，政府全体で取り組んでいる業

務・システムの最適化を図り，業務及び情報システムの効率化を推進する。） 

 

 

(4) 職員の多様性及び能力の確保（社会経済情勢の変動に適切に対応するため，職員の多様性を

確保し，能力の開発・向上を図る。） 
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平成25年度政策評価書要旨

評価実施時期： 平成25年８月 担当部局名：法務総合研究所総務企画部企画課

施 策 名 法務に関する調査研究（高齢・障害犯罪者に関する総合 政策体系上の位置付け

的研究） （評価書５頁） （Ⅰ－３－(1)）

事 業 の 概 要 高齢又は障害を有する犯罪者の実態と，これらの者に対する社会復帰支援対策

の現状及び課題を明らかにし，その再犯防止・社会復帰支援の在り方を検討する

ための基礎資料を提供する。

評 価 方 式 事業評価方式

政 策 評 価 の 本研究は，高齢・障害犯罪者の再犯防止・社会復帰支援策の在り方を検討する

結 果 の 概 要 ための基礎的な資料を提供することを目的とし，この目的の是非及び達成の見込

みについて，外部有識者等で構成される研究評価検討委員会による評価を受けた。

高齢・障害犯罪者の再犯防止は，法務省の重要な施策である再犯防止対策に密

接に関連し，高齢者犯罪が増加する中にあって，その検討に資する本研究は早期

に実施する必要性が極めて高い。また，本研究のように，法務省関係機関のデー

タを使用する手続横断的な研究については，法務総合研究所以外で代替する研究

を実施することは著しく困難である。

本研究の計画では，検察，矯正，保護の各段階における高齢・障害犯罪者を広

く調査対象として適切な規模・範囲の統計データを確保した上で，実務経験を有

する者が信頼性のあるデータを統計的に適切な分析手法によって分析することが

想定されることから，調査対象，研究手法等は適切なものとなる見込みであり，

かつ，特別な支出を要しない範囲で計画されており，費用対効果の観点からも十

分に合理的なものになると見込まれ，本研究は効率的なものとなる見込みである。

さらに，本研究は，特別調整等導入後の高齢・障害犯罪者の実態や処遇状況等

に関する包括的・実証的研究として従来にない研究であり，高齢・障害犯罪者の

処遇等の再犯防止・社会復帰支援策の検討等に大いに利用されることが見込ま

れ，有効な研究となる見込みである。

上記のとおり，本研究は，必要性，効率性，有効性の観点から高く評価でき，

研究評価検討委員会における評価において，同委員会が研究評価のために設定し

た評価基準による評点の合計は70点中64点であったことから，評価基準に基づき，

「大いに効果があることが見込まれる」と認められ，高齢・障害犯罪者の再犯防

止・社会復帰支援対策の在り方を検討するための基礎的な資料を提供するという

目的を達成することが見込まれると評価することができる。

関 係 す る 施 政 施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

方 針 演 説 等 内 再犯防止に向けた総合 平成24年７月20 第３－１－(2) 高齢者又は障害者に対

閣 の 重 要 政 策 対策 日 （ 犯 罪 対 策 閣 する指導及び支援

（主なもの） 僚会議決定） 第３－３－(1) 再犯の実態や対策の有

効性等に関する総合的な調査研究の実

施
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平成25年度政策評価書要旨

評価実施時期： 平成25年８月 担当部局名：法務総合研究所総務企画部企画課

施 策 名 法務に関する調査研究（窃盗事犯者に関する研究） 政策体系上の位置付け

（評価書10頁） （Ⅰ－３－(1)）

事 業 の 概 要 初犯者を中心とする窃盗事犯者の重要類型について，その実態を明らかにし，

犯罪防止策及び処遇の在り方を検討するために有益な基礎資料を提供する。

評 価 方 式 事業評価方式

政 策 評 価 の 本研究は，初犯者を中心とする窃盗事犯者の重要類型の実態を明らかにし，犯

結 果 の 概 要 罪防止策及び処遇の在り方を検討するために有益な基礎資料を提供することを目

的とし，この目的の是非及び達成の見込みについて，外部有識者等で構成される

研究評価検討委員会による評価を受けた。

本研究の対象である窃盗事犯者は，再犯防止対策上の重要課題であるところ，

本研究は，法務省の重要な施策である再犯防止対策に密接に関連し，また，窃盗

事犯者の多様な特性に応じた対策を検討する必要があることから，早期に実施す

る必要性が極めて高い。また，検察庁等の保有するデータを用いて行う本研究は，

法務総合研究所以外では代替する研究の実施が著しく困難である。

本研究の計画では，同種再犯に陥りやすい窃盗事犯者にとって初めての刑事処

分が再犯防止上の重要な分岐点となると考えられることを踏まえて，懲役刑だけ

でなく，広く，罰金刑に処せられた者も含めて，初めて刑事処分を受けた窃盗事

犯者を調査対象とし，十分な統計データを確保した上で，実務経験を有する者が

信頼性のあるデータを統計的に適切な分析手法によって分析することが想定され

るなど，調査対象，研究手法等は適切なものとなる見込みであり，かつ，特別な

支出を要しない範囲で計画されており，費用対効果の観点からも十分に合理的な

ものになると見込まれ，本研究は効率的なものとなる見込みである。

また，本研究は，罰金に処せられた者を含む初犯者で，重要な類型の窃盗事犯

者及びその再犯の実態等をその特性に応じて明らかにするという，これまでの研

究では把握できなかった内容にわたる見込みであるから，窃盗事犯者の再犯防止

対策や処遇等の検討に大いに利用される見込みであり，有効な研究となる見込み

である。

上記のとおり，本研究は，必要性，効率性，有効性の観点から高く評価でき，

研究評価検討委員会における評価において，同委員会が研究評価のために設定し

た評価基準による評点の合計は70点中64点であったことから，評価基準に基づき，

「大いに効果があることが見込まれる」と認められ，初犯者を中心とする窃盗事

犯者の重要類型の実態を明らかにし，犯罪防止策及び処遇の在り方を検討するた

めに有益な基礎資料を提供するという目的を達成することが見込まれると評価す

ることができる。

関 係 す る 施 政 施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

方 針 演 説 等 内 再犯防止に向けた総合 平成24年７月20 第３－１－(1) 少年・若年者及び初入

閣 の 重 要 政 策 対策 日 （ 犯 罪 対 策 閣 者に対する指導及び支援

（主なもの） 僚会議決定） 第３－３－(1) 再犯の実態や対策の有

効性等に関する総合的な調査研究の実

施

6



平成25年度政策評価書要旨

評価実施時期： 平成25年８月 担当部局名：大臣官房施設課

施 策 名 施設の整備（沖縄少年院・沖縄女子学園新営工事） 政策体系上の位置付け

（評価書22頁） Ⅶ－14－(2)

施 策 の 概 要 司法制度改革の推進，治安情勢の変化に伴って生じる新たな行政需要等を踏まえ，

十分な行政機能を果たすことができるよう，執務室等の面積が不足している施設

や，長期間の使用により老朽化した施設について所要の整備を行う。

評 価 方 式 事業評価方式

政 策 評 価 の 事業計画の必要性，事業計画の合理性，事業計画の効果の観点から事前評価を

結 果 の 概 要 実施した結果，新規採択事業としての要件を満たしている。

評価の観点 事業計画の 事業計画の 事業計画の

（基準） 必要性 合理性 効果

名称 （100点以上） （100点） （100点以上）

沖縄少年院・沖縄女子学園新営工 128点 100点 133点

事

関 係 す る 施 政 施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

方 針 演 説 等 内

閣 の 重 要 政 策

（主なもの）
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平成25年度政策評価書要旨

評価実施時期： 平成25年８月 担当部局名：大臣官房施設課

施 策 名 施設の整備（佐渡法務総合庁舎新営工事） 政策体系上の位置付け

（評価書32頁） Ⅶ－14－(2)

施 策 の 概 要 司法制度改革の推進，治安情勢の変化に伴って生じる新たな行政需要等を踏まえ，

十分な行政機能を果たすことができるよう，執務室等の面積が不足している施設

や，長期間の使用により老朽化した施設について所要の整備を行う。

評 価 方 式 事業評価方式

政 策 評 価 の 事業計画の必要性，事業計画の合理性，事業計画の効果の観点から事前評価を

結 果 の 概 要 実施した結果，新規採択事業としての要件を満たしている。

評価の観点 事業計画の 事業計画の 事業計画の

（基準） 必要性 合理性 効果

名称 （100点以上） （100点） （100点以上）

佐渡法務総合庁舎新営工事 114点 100点 133点

関 係 す る 施 政 施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

方 針 演 説 等 内

閣 の 重 要 政 策

（主なもの）
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平成25年度政策評価書要旨

評価実施時期： 平成25年８月 担当部局名：大臣官房施設課

施 策 名 施設の整備（駿府学園新営工事） 政策体系上の位置付け

（評価書42頁） Ⅶ－14－(2)

施 策 の 概 要 司法制度改革の推進，治安情勢の変化に伴って生じる新たな行政需要等を踏まえ，

十分な行政機能を果たすことができるよう，執務室等の面積が不足している施設

や，長期間の使用により老朽化した施設について所要の整備を行う。

評 価 方 式 事業評価方式

政 策 評 価 の 事業計画の必要性，事業計画の合理性，事業計画の効果の観点から事前評価を

結 果 の 概 要 実施した結果，新規採択事業としての要件を満たしている。

評価の観点 事業計画の 事業計画の 事業計画の

（基準） 必要性 合理性 効果

名称 （100点以上） （100点） （100点以上）

駿府学園新営工事 124点 100点 121点

関 係 す る 施 政 施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

方 針 演 説 等 内

閣 の 重 要 政 策

（主なもの）
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平成25年度政策評価書要旨

評価実施時期： 平成25年８月 担当部局名：大臣官房施設課

施 策 名 施設の整備（西日本矯正医療センター（少年）（仮称） 政策体系上の位置付け

新営工事） （評価書52頁） Ⅶ－14－(2)

施 策 の 概 要 司法制度改革の推進，治安情勢の変化に伴って生じる新たな行政需要等を踏まえ，

十分な行政機能を果たすことができるよう，執務室等の面積が不足している施設

や，長期間の使用により老朽化した施設について所要の整備を行う。

評 価 方 式 事業評価方式

政 策 評 価 の 事業計画の必要性，事業計画の合理性，事業計画の効果の観点から事前評価を

結 果 の 概 要 実施した結果，新規採択事業としての要件を満たしている。

評価の観点 事業計画の 事業計画の 事業計画の

（基準） 必要性 合理性 効果

名称 （100点以上） （100点） （100点以上）

西日本矯正医療センター（少年） 111点 100点 133点

（仮称）新営工事

関 係 す る 施 政 施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

方 針 演 説 等 内

閣 の 重 要 政 策

（主なもの）
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平成25年度政策評価書要旨

評価実施時期： 平成25年８月 担当部局名：大臣官房施設課

施 策 名 施設の整備（福岡第２法務総合庁舎新営工事） 政策体系上の位置付け

（評価書62頁） Ⅶ－14－(2)

施 策 の 概 要 司法制度改革の推進，治安情勢の変化に伴って生じる新たな行政需要等を踏まえ，

十分な行政機能を果たすことができるよう，執務室等の面積が不足している施設

や，長期間の使用により老朽化した施設について所要の整備を行う。

評 価 方 式 事業評価方式

政 策 評 価 の 事業計画の必要性，事業計画の合理性，事業計画の効果の観点から事前評価を

結 果 の 概 要 実施した結果，新規採択事業としての要件を満たしている。

評価の観点 事業計画の 事業計画の 事業計画の

（基準） 必要性 合理性 効果

名称 （100点以上） （100点） （100点以上）

福岡第２法務総合庁舎新営工事 124点 100点 133点

関 係 す る 施 政 施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

方 針 演 説 等 内

閣 の 重 要 政 策

（主なもの）
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